
平成３０年度 補正予算災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金
（地域マイクログリッド構築支援事業のうち、マスタープラン作成事業）

申請者名 住友電気工業株式会社

補助事業の名称 住友電気工業株式会社による石狩市石狩湾新港エリアにおける地域マイクログリッド構築に向けたマスタープラン作成事業

事業実施地域 北海道石狩市石狩湾新港エリア

■事業概要

■コンソーシアムメンバー(想定)

■地域マイクログリッド対象区域

施設名 概要

石狩湾新港港湾施設 災害時の緊急物資輸送拠点

一般需要家 石狩湾新港内一般企業施設

一般需要家 石狩湾新港内一般企業施設

一般需要家 石狩湾新港内一般企業施設

・非常時に電力が供給される主な施設

設備名 新設/既設 仕様等

太陽光発電設備 新設 350kW

蓄電システム 新設 1000kW、1500kWh

内燃発電機 新設 500kW

EMS機器 新設 データ取得及び需給調整

・マイクログリッドを構成する設備の概要

■事業の背景、目的

©google

石狩湾新港は災害時の緊急物資輸送の役割を担っており、札幌圏への物資
供給地点であるが、港湾施設に対するバックアップ電源が未整備のため、災害
時に港湾施設に停電が発生した場合、札幌圏等の市民生活へ甚大な影響
をもたらす恐れがある。本事業の目的として石狩市、石狩湾新港の防災計画
等と協調しながら、災害時にも自立的な電力供給を可能とする地域マイクログ
リッドの構築を行い、「①災害に強い石狩湾新港エリアの構築」、「②石狩湾新
港エリアの電力需給のスマート化」の達成を目指す。

住友電気工業株式会社 電力供給、EMS管理、需給に応じた出力調整

北海道電力株式会社 送配電業務

石狩市 一般需要家への周知・連携

石狩湾新港管理組合 一般需要家への周知、電力供給力に応じた需要施設の運用

石狩湾新港
港湾施設

太陽光発電設備
蓄電システム・ＥＭＳ

内燃発電発電機

一般需要家

一般需要家

非常時配電線

非常時系統解列

※図面のスペースや表現上の理由で、配電線・開閉器や自営線が実際の位置に合わない場所に配置されている
場合がある。また、各施設構内引込線・構内配線等については表現を省略して記載している。

※各設備の設置詳細については詳細設計の際に決定。

0



〇石狩湾新港エリアの配電系統はループ状かつ配電自動化システムによる運営が実施されており、配電系統内の事故による停電に対して

は早期復旧されるものと考えられるため、基幹系統側の事故（大規模災害による送電線事故、電源損失等）による停電を想定した地

域マイクログリッドの構築が必要となる。

〇石狩湾新港エリア既存配電系統には港湾施設以外の多数の需要家が連系しており、全需要家を対象とする地域マイクログリッド実現の

ためには長期間の調整協議、膨大な設備投資が必要となることから、既設配電系統の一部を非常時のみ利用し、平常時は港湾施設の

み、非常時には一般需要家を追加したエリアをマイクログリッド対象区域とした。

〇港湾施設のうち、花畔地区は国際コンテナ貨物の海上輸送時に必要となるガントリークレーンやリーファーコンテナ給電設備が配置されてお

り、災害時に重要な拠点となるため、優先度の高い花畔地区の港湾施設及び近隣一般需要家に非常時の電源供給を行うこととした。

※他地区への電力供給は事業実施後の事業展開状況により供給を検討する。

※図面のスペースや表現上の理由で、配電線・開閉器や自営線が実際の位置に合わない場所に配置されている場合が
ある。また、各施設構内引込線・構内配線等については表現を省略して記載している。

※各設備の設置詳細については詳細設計の際に決定。

事業名：石狩市石狩湾新港エリアにおける地域マイクログリッド構築に向けたマスタープラン作成事業

1平成３０年度 補正予算災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金
（地域マイクログリッド構築支援事業のうち、マスタープラン作成事業）

■地域マイクログリッド対象区域

施設名 概要

石狩湾新港港湾施設 災害時の緊急物資輸送拠点

一般需要家 石狩湾新港内一般企業施設

一般需要家 石狩湾新港内一般企業施設

一般需要家 石狩湾新港内一般企業施設

・非常時に電力が供給される主な施設

©google

蓄電システム
ＥＭＳ

太陽光発電設備

一般需要家

一般需要家

一般需要家

内燃発電機

港湾施設ガントリークレーン

港湾施設Ａ，Ｂ、Ｃ、Ｄ
非常時配電線

非常時系統解列

新設設備

一括受電盤



〇平常時は「平常時モード（一括受電モード）」にて港湾施設のエネルギーマネジメントを実施（港湾施設構内配線のみ電力供給）。

〇系統停電発生時は「自立運転モード１（フェーズ１）」を発動し、港湾施設構内へ非常用電力供給を行う。

〇系統停電長期化が予想される場合は「自立運転モード２（フェーズ２）」を発動し、既存配電線及び港湾施設構内配線を利用した電力

供給を行う。

〇配電系統の復電確認後、平常時モードへ切替。
※地域マイクログリッド対象エリアは配電自動化システムによる運用が実施されているエリアであるため、北海道電力の停電復旧の対応と協調をとったシステムが必要となる。

事業名：石狩市石狩湾新港エリアにおける地域マイクログリッド構築に向けたマスタープラン作成事業

2平成３０年度 補正予算災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金
（地域マイクログリッド構築支援事業のうち、マスタープラン作成事業）

■地域マイクログリッドで構築するシステム詳細

設備名
新設
既設

仕様等

太陽光発電設備 新設 350kW

蓄電システム 新設 1000kW、1500kWh

内燃発電機 新設 500kW

EMS機器 新設 データ取得及び需給調整

・マイクログリッドを構成する設備の概要

緑字 ： 平常時の電力の流れ
青字 ： 災害停電時（自立運転モード１）
赤字 ： 災害長期停電時（自立運転モード2）

臨港道路

ＥＭＳ
（新設）

内燃発電機
（新設）

港湾施設
ガントリクレーン

港湾施設Ａ～Ｄ

一般需要家
（事務所）

一般需要家
（小売）

一般需要家
（製造業）

蓄電
システム
（新設）

太陽光
発電設備
（新設）

一
般
需
要
家

地域マイクログリッド範囲

一括受電用
構内配線（新設）

分岐盤
（新設）

分岐盤
（新設）

蓄電池盤
（新設）

ＰＶ盤
（新設）

インターロック回路
（マイクログリッド発動時切替）

一括受電盤
（新設）

解列 解列



事業名：石狩市石狩湾新港エリアにおける地域マイクログリッド構築に向けたマスタープラン作成事業

3平成３０年度 補正予算災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金
（地域マイクログリッド構築支援事業のうち、マスタープラン作成事業）

■地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細

余剰吸収・・・ＰＶ出力が需要を超えたら蓄電システムに吸収する。吸収しきれない場合（満充電等）はＰＶを停止する。

ピークカット・・・デマンドがピークカット設定値を超える場合は、蓄電システムから放電し受電電力をピークカット設定値以下にする。

夜間充電・・・夜間充放電設定時間内で、ピークカット設定値以下に受電電力を抑えながら蓄電システムの残容量を回復させる。

夜間放電・・・夜間充放電設定時間内で、放電電力を需要以下に抑えながら翌日のＰＶ余剰吸収が可能なレベルまで放電を行う。

内燃発電機運転制御・・・自立運転モード時に自立運転電力の補助として内燃発電機を起動、運転制御を行う。

太陽光発電設備

蓄電システム
EMS

港湾施設
ガントリクレーン

港湾施設Ａ

港湾施設Ｂ

需要 供給

内燃発電機

需給調整力

■平常時における需給調整シミュレーション（イメージ）

港湾施設Ｃ

港湾施設Ｄ



コンソーシアム(想定)

事業名：石狩市石狩湾新港エリアにおける地域マイクログリッド構築に向けたマスタープラン作成事業

4平成３０年度 補正予算災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金
（地域マイクログリッド構築支援事業のうち、マスタープラン作成事業）

■地域マイクログリッドの実施体制

住友電気工業株式会社
（申請者）

【担当】
・電力供給・EMS管理
・需給に応じた出力調整

■災害対応訓練の実施計画

北海道電力株式会社
（一般送配電事業者）

【担当】
・送配電業務

石狩湾新港管理組合
（特別地方公共団体）

【担当】
・一般需要家への周知
・電力供給力に応じた需要施設
の運用

石狩市
（地方公共団体）

【担当】
一般需要家への周知、連携

■非常時の地域マイクログリッド発動手順概要

①マイクログリッド対象系統にて停電発生

②一定時間停電状態監視

③一括受電設備の系統連系開閉器を遮断

④太陽光発電設備・蓄電システムの自立運転開始

⑤安全を確認後、港湾施設へ給電開始（自立運転モード１：構内配線内）

ーーーー停電の長期化が予想される場合ーーーー

⑥北海道電力がマイクログリッドの発動を決定し、マイクログリッド事業者と協力し発動

⑦マイクログリッド対象系統に電圧印加しても支障のないことを確認

⑧対象手動開閉器を現地にて操作

⑨マイクログリッド用開閉器（新設）を操作

⑩一般需要家に電力を供給（自立運転モード２：既存配電線利用）

【災害対応訓練の実施時期】

港湾施設既設電気工作物の定期点検（年1回）に

あわせて実施予定

【災害対応訓練の内容】

・自立運転モード１、２の操作に関する手順確認

・自立運転時にＥＭＳが適切に動作するかを確認

・自立運転時の需要施設の投入順番の確認

・需要施設の自立運転時の運用ルール確認

・開閉器操作に関する手順の確認

・自立運転時に蓄電システム、太陽光発電システムが

適切に稼働可能か確認



事業名：石狩市石狩湾新港エリアにおける地域マイクログリッド構築に向けたマスタープラン作成事業

5平成３０年度 補正予算災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金
（地域マイクログリッド構築支援事業のうち、マスタープラン作成事業）

■地域マイクログリッド構築スケジュール

スケジュール項目
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

地方公共団体との調整

対象地域の検討

一般送配電事業者との調整

各種許認可の手続き

実施設計

マイクログリッド構築

運用開始

災害対応訓練

■地域マイクログリッド構築に係る課題及び対策

【課題】

①対象エリアは配電自動化システムが導入されているエリアであること
から一部の配電線を区切って常時利用することは困難。

②系統停電時において既存配電線を利用したマイクログリッド運用

を行う場合、北海道電力の停電復旧と協調を取る必要がある。

③系統停電において既存配電線を活用し電力供給することは想定
外であるため、託送料金等が発生する可能性がある。

④系統連系規定により系統停電時において系統に電気を流すことは
認められていない。

⑤事業安定性のための平常時事業の収益性確保。

※災害対策訓練は施設の電気工作物の定期点検にあわせて実施予定

【対策】

①系統停電時にのみ既存配電線を利用する形でのシステムを構成

し、系統停電事故レベルに合わせて自立運転モード１，２を発動

②系統停電発生時の北海道電力の対応を待ってから既存配電線
を活用した自立運転モード２を開始する。

③同様事例や制度がないため、今後も継続して協議が必要。

④系統連系規定に抵触しない形でのシステム構成ができないか検
討継続するとともに、今後の規定についての動向を注視。

⑤収益性向上のため、蓄電池を利用したＶＰＰビジネス等も考え
ていく。


